
第１回 砂川市立小中学校統合準備委員会 次第  

 

日 時 令和３年６月１日（火） 18:00～ 

場 所 砂川市役所 ２階大会議室 

 

 

１．開 会 

２．委嘱書交付 

３．挨 拶  砂川市教育委員会教育長 

４．会長及び副会長の選出 

５．説明事項 

   ・これまでの経過について 

   ・小中学校統合準備委員会について 

   ・小中学校統合の流れについて 

   ・検討事項及び協議予定時期について 

６．その他 

７．閉 会 

 

 

 

別添資料 

別添１ 統合準備委員会 委員名簿 

別添２ 砂川市立小中学校統合準備委員会設置要綱 

別添３ 砂川市立小中学校適正配置基本方針 

 別添４ 砂川市立小中学校適正配置基本計画 

 別添５ 砂川市立小中学校適正配置基本方針・基本計画【概要版】 

 

 

 

 



１ 

これまでの経過について 

 

教育委員会では、市内の児童生徒数が年々減少し、学校規模も大きく変化する中、将

来にわたり効果的な統一性のある教育活動を維持するため、平成３０年度から市立小中

学校の適正規模・適正配置の検討を開始しています。 

検討にあたっては、今後の小中学校のあり方や基本的な考え方について、広くご意見

をお伺いすることが望ましいとして、市内の関係する各種団体・組織の皆様に対しまし

て適正配置に係わる「意見を聴く会」を開催し、皆様のご意見を踏まえながら、パブリ

ックコメントを経て、適正配置に係わる基本方針を令和元年６月に策定いたしました。 

令和元年８月、基本計画（案）の協議・検討を進めるため、市内関係団体からの推薦

により構成される検討委員会を設置し議論を重ねていただき、令和元年１２月に検討委

員会より計画案となる提言書がまとめられました。 

教育委員会では、それまで検討委員会で整理いただいた内容を尊重しながら精査を進

め、令和２年５月に「砂川市立小中学校適正配置基本計画」を策定いたしました。 

その後、計画の内容について保護者、地域の方々に対して広く周知させていただくた

め、令和２年１０月から１１月にかけて１１か所の会場で説明会を開催するとともに、

令和３年１月から４月にかけて各小中学校ＰＴＡに対して基本計画の推進について合意

形成をはかりました。 

 

主な取り組みの経過 

平成30年４月 適正配置の検討開始 

平成30年10月 適正配置に関わる「意見を聴く会」を実施 

・11団体・12開催 

令和元年５月 砂川市立小中学校適正配置基本方針（案）に対するパブリッ 

クコメントの実施 

令和元年６月 「砂川市立小中学校適正配置基本方針」を策定 

令和元年８月 砂川市立小中学校適正配置計画検討委員会を設置 

令和元年12月 「砂川市立小中学校適正配置計画策定に関する提言書（計画 

案）」を受理 

令和２年５月 「砂川市立小中学校適正配置基本計画」を策定 

令和２年10月～11月 「砂川市立小中学校適正規模・適正配置説明会」を保護者、 

地域向けに学校、コミュニティセンター等11ヶ所で開催 

令和３年１月～４月 「砂川市立小中学校適正配置基本計画に対する同意書」によ 

る合意形成 



 

小中学校統合準備委員会について 

 

砂川市立小中学校統合準備委員会（以下「準備委員会」という。）は、学校統合を進め

ていくため、令和２年度に策定した「砂川市立小中学校適正配置基本計画」（以下「基

本計画」という。）に沿って具体的な事項を調査及び協議していくために、保護者、地

域の方々、学校関係者などからご意見を伺うための機関としており、準備委員会で協議

した内容及び決定した事項を取りまとめ教育委員会へ報告（提言）することとしていま

す。 

 また、基本計画で示している「小中一貫教育の推進」については、別途「砂川市小中

一貫教育推進委員会」を設置して協議することとしています。 

 

 

 

準備委員会の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

小中学校統合準備委員会 

砂川市教育委員会 

（内容の決定） 

小中一貫教育推進委員会 

検討項目の提示 
校名、校歌 
スクールバス 
     など 

報告 

情報共有 
※必要に応じて部会設置 
        〇〇部会 
        △△部会 

検討項目の提示 
指導の一貫性の確保 
心のケアの充実  

など 

報告 



 

小中学校統合の流れについて 

 

 適正配置基本計画では、「小学校５校を１校に統合し、校舎については新校舎を基本とす

る」「中学校両校を１校に統合し、砂川中学校の活用を基本とする」が基本計画となってお

り、小学校の統合が令和９～11年度、中学校の統合が令和６～７年度を目指すこととしてい

ます。 

 ただし、保護者や地域等の皆様のご理解により、早期に協議・諸条件等が整った場合は、実施

時期を早めることも検討することとしています。 

 小学校と中学校の統合年度が異なることから、はじめに中学校の統合について協議し進捗状況

を鑑みながら小学校統合の協議をはじめます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３

■中学校の統合 

基本計画 

 統合年度  令和６～７年度 

       （前倒しの場合、５年度） 

 校  舎  砂川中学校を基本とする 

統合方法 

石山中のみ閉校する場合 

石山中が閉校となり校歌、校章等は砂

川中のものが使用される。 

石山中、砂川中両校が閉校する場合 

両校が閉校となり、砂川中の校舎を利

用した新たな校名を設定し校歌、校章等

や制服・ジャージ等も改められる。 

■小学校の統合 

基本計画 

 統合年度  令和９～11年度 

       （前倒しの場合、８年度） 

 校  舎  新校舎を基本とする 

統合方法 

砂川中の近接地に設置 

５校すべてが閉校となり、校名、校歌等を

新たに設定する予定。 

 

 

 

 

義務教育学校 

（新たな学校種） 

小学校統合時に小中一貫教育の導入を図る 

校名、校歌等が新たに設定される 



 

 

４ 

【統合準備委員会での検討事項】

協議予定時期

７月～10月

７月～８月

７月～12月

【学校及び教育委員会での検討事項】

協議予定時期

12月～３月
（実施内容の調整）

令和４年度

適宜

令和４年度

適宜

７月～10月

７月～10月

９月～12月

令和３年度以降

令和４年度以降

適宜

③基本構想の業務委託

①必要となる条例、規則の改正

②廃校となる校舎・校地の跡地利用の検討（市長部局）

②統合後の学校運営協議会や学校関係者評価、学校評議員等のメンバーの調整

③学校医や学校歯科医等の配置に関する調整、各種非常勤職員の任用の調整

②統合前から在籍している教員を統合後の学校にも一定数配置するとともに、統合後の学
級編制や担任の決定について十分な配慮を行う

⑤児童生徒や保護者の不安や悩みを把握するアンケートを継続的に実施

③教職員のニーズを十分に踏まえ、統合後の指導に必要な研修を実施

④学習規律や生活規律等に関するルール、生徒指導の方針・基準等についての調整

建設・改修に関すること

その他

③適宜、保護者への進捗状況等の説明・確認

②小学校又は義務教育学校建設に伴う資産比較

令和４年度

児童生徒にとっての環境変化への対応

③同窓会名簿等の整理・統合方針の決定

①乗車対象者の確定

学校の歴史、記録、会計に関する事項

７月～12月

②スクールバスの運行台数について

③運行ルート及び停留所について

④運行回数・休日運行の検討

⑤登下校時以外のバスの活用について

⑦委託業者の決定・運行準備

⑥業者委託の検討

①学校史の編さん

②制服、ジャージ、その他指定学用品の調整

検討事項及び協議予定時期について（案）

区　　　分

②廃校となる学校の歴史に関わり保存展示すべきものの選定・保存方針の決定（校旗・校
章、校名板、校歌、児童生徒の制作物、各種寄贈物、賞状・トロフィー等）

区　　　分

④ＰＴＡ会計などの整理・引継ぎ

学校生活に関する事項

①校名、校章、校旗、校歌、校則、校訓等の決定に向けた調整

スクールバスに関する事項

①中学統合に伴う既存中学校の改修等について検証

⑤記念式典（開校式・閉校式）の準備、実施

６月～10月
（内容確認・協議）

10月～12月

会議、委員等に関する事項

①ＰＴＡ規約の改訂、役員等の再選出

①学校行事や部活動等において児童生徒同士の交流


